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「資格情報のお知らせ」
または「資格確認書」を送付します

対象者　市の国民健康保険加入者
発送方法　世帯主あてに送付
送付時期　7月下旬
〇世帯員全員分を同封して送りま
す。
ただし、同一世帯にマイナ保険証
の有無が混在する場合「資格情報
のお知らせ」と「資格確認書」を
別々に送ります。
〇「資格情報のお知らせ」などが
届き次第、内容を確認してください。
〇記載内容に誤りがある場合は、
上記までご連絡ください。
〇「資格情報のお知らせ」の有効
期限はありませんが、生年月日が
昭和31年7月31日以前または「資
格確認書」の人の有効期限は右表
のとおりです。

○希望者には簡易書留で送ります
ので、次の期間中に届け出てくだ
さい。
■期 7月1日（火）～7日（月）
■時 午前8時30分～午後5時15分

■場 □本 国保年金課国保係、□松 住民福
祉課税務保険係
■持 保険証、資格情報のお知らせ、
資格確認書のいずれか1つ

　国民年金には、所得が少なく保険料を納めることが困難な場合に、
一定の基準により保険料の免除や、納付が猶予される制度があります。
■免除制度
　申請者本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得を基準に審査が行わ
れるため、それに応じて保険料の全額免除または一部免除を申請できます。
全額免除：保険料全額が免除
一部免除：保険料の一部を免除（4分の3免除・半額免除・4分の1免除）
※承認された場合、減額後の保険料を納めず2年を経過すると未納と
同じ扱いになります
■納付猶予制度
　学生を除く50歳未満の人で、申請者本人、配偶者それぞれの前年
所得を基準に審査が行われるため、それに応じて保険料全額の納付猶
予を申請できます。

※1．75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に加入になります
※2．有効期限の翌日から「高齢受給者証兼資格情報のお知らせ・資格

確認書」に切り替えになるので、期限に合わせ別途郵送します
※期限が切れた保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書は市に返却す
るか、自身で破棄してください

　　　生年月日
昭和25年8月2日～
　　　 26年7月31日
昭和26年8月1日～
　　　　30年8月1日
昭和30年8月2日～
　　　 31年7月31日
昭和31年8月1日以降

　　　　　　　有　効　期　限

75歳の誕生日の前日（※1）

令和8年7月31日

70歳の誕生日が1日…誕生日の前日
70歳の誕生日が2日～月末…誕生日の月末（※2）
令和8年7月31日

■問 □本 国保年金課国保係（☎内線1113）
　□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2160）

■7月1日（火）から受付開始
　令和7年度国民年金保険料の免
除・納付猶予申請は、7月1日
（火）から受け付けを開始します。
また、過年度についても、申請月
から2年1か月前の月分までさか
のぼって申請できます。
　なお、保険料の免除・納付猶予
申請は原則として毎年必要です。
令和6年度に免除または納付猶予
を受けていて、継続申請が承認さ
れていない人は6月で承認期間が
切れます。引き続き免除などを希
望する場合は、□本 国保年金課か□松 
住民福祉課で申請手続きをしてく
ださい。
　申請結果は、日本年金機構から
の通知で確認してください。
■持 来庁者の本人確認ができる身分
証明書（マイナンバーカードや運
転免許証など）、基礎年金番号が
確認できるもの（基礎年金番号通
知書または年金手帳など）

※2年以内に失業した人は雇用保
険離職票または雇用保険受給資格
者証

〇電子申請もできます
　国民年金第1号被保険者加入の
届け出や、国民年金保険料の免
除・納付猶予の申請、学生納付特

例の申請がマイナポータルででき
ます。
　なお、利用には利用者登録や、
マイナンバーカードとその受取時
などに設定したパスワードが必要
です。不明な点などは、年金機構
■HP を確認するか、年金事務所にお
問い合わせください。

国民年金保険料の免除等申請を開始します
日本年金機構■HP 

　聴覚障害者（中途失聴者・難聴
者）が、意思疎通手段の1つであ
る手話などを習得することで自ら
の障害を受け入れ、仲間との交流
と積極的な社会参加を行えるよう
支援する講座を開催します。ぜひ
ご参加ください。
■内 手話による初歩的な日常会話や

福祉制度、聴覚障害者の生活など
を学びます
■定 10人（定員を超えた場合、聴覚
障害者の人を優先）
■￥ 無料
■日 9月5日（金）～11月14日（金）の
毎週金曜日（全11回）
■時 午前10時～正午

■場 群馬県社会福祉総合センター
■応 上記申し込みフォーム、メール、
FAXによる
■締 8月20日（水）必着
■問 群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ（☎027－255－6633、
■FAX 027－255－6634、■e info@
gunma-comipura.jp）

聴覚障害者のためのコミュニケーション講座
（スタートコース） 申し込みはこちら

申し込みはこちら

■問 高崎年金事務所（☎322－4299）、□本 国保年金課医療年金係（☎内線1116・
　1117）、□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2160）

　このたび、過去に調査が行われ
た市内の古墳を収録した「安中の
古墳」が刊行されました。これを
記念し、「安中の古墳時代を考え
る」をテーマに連続講演会を開催
します。ぜひご参加ください。

■場 学習の森ふるさと学習館
■定 各回先着70人

■￥ 無料
■応 電話（平日午前8時30分～午後5
時・祝日除く）または二次元コー
ドから申し込む（各回とも1か月
前から受付開始）
申込期間
第1回　7月9日（水）～8月8日（金）
第2回　9月26日（金）～10月24日
（金）

第3回　11月14日（金)～12月12
日（金）
第4回　令和8年1月15日（木）～2
月13日（金）
■申 ・■問 文化財課埋蔵文化財係
（☎382－7622）

連続講演会
「東国の玄関口 宇須比 －安中の古墳時代を考える－」

　自分で土をこね、昔の人がつ
くった物を作ってみよう。縄文土
器・土鈴・はにわのうち1つ選ん
で制作します。
■日 7月26日（土）・28日（月）
■時 午前10時～午後3時　

■場 ふるさと学習館・受付
■内 作品は約1か月乾燥させた後、
電気炉で焼きます。8月17日（日）
以降受け取れます。
■持 エプロンなど汚れても良い服装
※昼食・飲み物は各自持参

■対 市内小学校に通う児童（保護者
同伴）
■定 各日先着6人
■￥ 1,000円（粘土セット、資料代）
■応 7月12日（土）午前9時～（電話の
み）
■申 ・■問 学習の森（☎388－0038）

学習の森 夏休み宿題教室
「縄文土器・土鈴・ハニワづくり」

イベント・スポーツ event・sports

　　　日　　時
8月9日（土）　
午後1時30分
　　　　 ～4時30分

10月26日（日）
午後1時30分　　　　 ～4時30分

12月14日（日）
午後1時30分　　　　 ～4時30分

令和8年2月15日（日）
午後1時30分
　　　　 ～4時30分

第1回

第2回

第3回

第4回

　　　　　　　　　　　　　　 内　　　容
演題1「古墳副葬の玉類から見た安中市」
演題2「鉄製品からみた古墳時代の安中市」 

演題1「石製模造品からみた上毛野西部の中心性」

演題2「簗瀬二子塚古墳の時代における葬送儀礼と土器様式」

演題1「簗瀬二子塚古墳前後の前方後円墳設計と墳丘の階層性」

演題2「簗瀬二子塚古墳と倭王権、朝鮮半島のつながり」

演題1「古代碓氷郡の道と牧」
演題2「5世紀における安中地域の新展開～古代と東国の玄関口への道のり～」

大賀克彦氏（奈良女子大学）

杉山秀宏氏（群馬県埋蔵文化財調査事業団）

佐久間正明氏（郡山市文化・学び振興公社）

藤野一之氏（駒澤大学）

今城未知氏（群馬県文化財保護課）

高田貫太氏（国立歴史民俗博物館）
井上慎也（安中市文化財課）

右島和夫氏（安中市文化財保護審議会委員）
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